
630調査

2. 調査票に使われている用語の説明

訪問看護ステーション用
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訪問看護ステーション

訪問看護ステーションコード 事務所名 電話番号 FAX番号

　うち、医療保険(基本療養費または精神科基本療養費)での利用者数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定 算定の有無
算定ありの場合の6

月中の実人数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の有無 利用者の有無
主傷病が認知症を除く

精神疾患の実人数

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の有無

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

※「精神科訪問看護基本療養費」を算定しておらず、「訪問看護基本療養費による、主傷病が精神疾患の利用者」がいない場合、以下は空欄でかまいません。

保険種別を問わず、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者について、訪問頻度別の人数を記入してください。(6月中の実人数）

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の訪問看護の頻度 月1回未満 月1～3回 週1回 週2回 週3～5回 週6回以上

頻度ごとの人数(6月中の実人数)

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

長時間精神科訪問看護・指導加算

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

複数名訪問看護加算

24時間体制加算

精神科複数回訪問加算（精神科重症患者早期集中支援管理料　対象）

指定自立支援医療機関の指定

訪問看護に関わっている職員数（非常勤は常勤換算数を記入）

看護師 精神保健福祉士 作業療法士 その他

常勤

非常勤(常勤換算）

※非常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記入してください。　例）週2.5日の非常勤職員が2人いる場合は「1人」と記入。

開設主体 種類

訪問看護ステーション調査

すべての訪問看護利用者数

(精神疾患、身体疾患、介護保険すべてを含む)

総利用者数（6月中の実人数）

　うち、介護保険での利用者数

開設主体の種類(いずれか1つを選択)

所在地障害福祉・介護保険事業所番号を持っている場合でも、

医療機関番号（訪問看護ステーションは3ケタ目が6）

を優先して記入。

6月中に限る。

医療保険のうち、「精神科訪問看護

基本療養費(医療保険）」を算定し

ている人について記入。

「訪問看護基本療養費(医療保険）」による利用者のうち、主傷病名が精神疾患の利用者

について記入。

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に

精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とします。ただし、認知症は

除いてください。なお、主傷病ではなく副傷病が認知症の場合は含みます。

保険種別を問わず、主傷病名が精神疾患の人について、訪問頻度別の人数を記入。

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に

精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とします。 ただし認知症は

除いてください。なお、主傷病ではなく副傷病が認知症の場合は含みます。

精神科複数回訪問加算：保険医療機関で精神科重症患者早期集中支援管理料を算定

されている利用者に対して、連携する訪問看護ステーションとなっている場合、主治医の指示

に基づいて1 日に複数回の訪問看護を行う際の加算。

非常勤職員数は、常勤に換算した人数の合計を記入して下さい。

例）週2.5日勤務の非常勤職員が2人いる場合には、0.5人+0.5人で「1

人」と記入。
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